
（別添）

【費用対効果の算定内容】

１．費用対効果の算定根拠

２．統一的な事項

①費用及び便益の現在価値化

②便益の計測方法

③施設の耐用年数

３．費用項目（Ｃ）

整理番号 H23－ 3

《 費 用 対 効 果 分 析 説 明 資 料 》

事業名 水産生産基盤整備事業 地区名等 十三

　費用対効果分析については、『水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン』（平成22年11月改訂　水産庁漁港漁場整備
部）に基づき行った。

　投資額、耐用年数期間に発生する年間便益を、現在価値化して用いる。なお、現在価値化の基準年は、平成23年とし、社会
的割引率は4％とする。

総費用、総便益の算出方法
○総費用
　総費用は、各年度ごとの投資額及び維持管理費を現在価値化した和である。
　　C=Σ（Cn×Rn）＝事業着手年度の費用C×その年度の社会的割引率R＋1年後のC＋1年後のR＋2年後のC×2年後のR
　　　　                        ・・・・・＋耐用年数最終年度のC×その年のR
○総便益
　総便益は、各項目ごとの年間便益が対象施設の耐用年数期間中、継続して発生することとする。
　　Ｂ＝Σ（Bn×Rn）＝便益発生初年度の便益B×その年度の社会的割引率R＋1年後のB×1年後のR＋2年後のB×2年後のR
　　　　                          ・・・・・＋耐用年数最終年度のB×その年のR
　　　Cn：n年後の年度に要する費用　　Bn：n年後の年度に発生する便益　　Rn：n年後の年度の社会的割引率

　消費者余剰法（漁業者や地域住民等が漁港施設等を利用したときの直接の利用便益を計測）により算出する。

　原則として、漁港施設は５０年とする。

主な項目
費用

（百万円）
総費用

（百万円）
主な内容

漁港施設 ○施設整備に要する費用 計

・十三漁港（外郭・水域・係留・輸送・用地）

○維持管理に要する費用

※供用開始から50年間　1百万円/年・漁港

４．便益項目（B）

５．費用対効果分析の結果

=

5,150 6,435 5,100

5,100

主な項目
年間便益
（千円）

総便益
（百万円）

主な内容

50

合計 5,150 6,435

水産物生産コストの削減効果 52,444 1,083 新港の建設に伴う待ち時間解消の労働時間削減効果　等

漁獲可能資源の維持・培養効果 264,063 5,454 新港の建設に伴う新規参入による漁業生産量の増加　等

漁獲物付加価値化の効果 3,476 72 新港の建設により蓄養施設及び市場の設置に伴う付加価値向上効果

漁業就業者の労働環境改善効果 28,274 584 新港の建設に伴う十分な用地確保による安全性・利便性向上効果　等

合計 348,257 7,193

《再々評価時》 B/C= 7,193 百万円　/ 6,435 百万円 1.12
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地区名
漁港・
漁場名

【位置図】

【計画平面図】
十三漁港 施行場所：五所川原市十三

漁港管理者：青森県　　事業主体：青森県
（十三湊地区）

十三 十三漁港事業名 水産生産基盤整備事業

十三漁港

（十三湊地区）
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地区名
漁港・
漁場名

【代表的な施設の構造図】

・北防波堤　（十三湊地区）

・－1.5ｍ物揚場、用地　（十三地区）

事業名 水産生産基盤整備事業 十三 十三漁港
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地区名
漁港・
漁場名

【航空写真】

（H18.3撮影)

【状況写真】

事業名 水産生産基盤整備事業 十三 十三漁港

西防波堤

L=280.0m西護岸

L=80.0m

南護岸

L=160.0m

西防波堤

L=150.0m

北防波堤

L=370.0m

冬期の湖内の結氷や河口部で発生する三角波により、出漁は大きく制約を受けている。

(H12.7撮影)

　外郭施設の延長がまだ不足しているため、港口部からは波浪が侵入し、船舶の航行に支障がある。(H23.1撮影)

(H13.1撮影)

西防波堤

L=280.0m西護岸

L=80.0m

南護岸

L=160.0m

西防波堤

L=150.0m

北防波堤

L=370.0m
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